
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





埋蔵文化財の取扱い（届出から調査まで） 

 

 全体の流れは、「開発行為に対する埋蔵文化財の取扱い」（１Ｐ）でご確認ください。ここ

では、埋蔵文化財包蔵地の中で、工事を行う際、どのような手続きが必要かを説明します。 

 

（１）高岡市教育委員会に事前相談 

   高岡市内で土木工事を行う時は、その場所が埋蔵文化財の包蔵地（遺跡）に該当する

かどうかを確認する必要があります。市教育委員会文化財課で、工事予定地が周知の埋

蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを照会・確認ください。 

   工事予定地が遺跡の範囲内であれば（２）へ進みます。 

 

（２）事前届出 

   工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、工事を着手する６０日前までに、高

岡市教育委員会を経由して富山県教育委員会へ届出るよう義務づけられています。（法第

93条第 1項） 

 

（３）富山県教育委員会からの指示事項 

   届出の内容を検討し、富山県教育委員会が、届出者に対して埋蔵文化財保護のために

下記の①～④の事項を指示します。（法第 93条第２項） 

   市教育委員会では、その指示に基づいて具体的な取扱いについて事業者と協議します。 

   ①工事などの計画の全部または一部変更 

   ②事前に発掘調査〔試掘・本発掘〕の実施 

   ③工事立会 

   ④慎重工事 

 

（４）調査の種類と方法 

   調査には、下記の３種類があります。 

 

① 発掘調査 

はじめに内容確認のため試掘調査を実施します。この調査は、遺構や遺物の有無の

ほか、遺跡の内容を把握するために行われます。開発地の形状や面積により様々です

が、概ね総事業面積の１割ほどを掘削します。 

また、事前にご提出いただいた設計図をもとに、開発行為が地下の埋蔵文化財を破

壊することがないかを確認します。 

 

② 工事立会 

ガス・水道・電気工事等、掘削範囲が小規模なもので、試掘調査を行うことが不可

能と考えられる場合は、担当専門職員が掘削に立会うことになります。 

 



③ 慎重工事 

状況により様々ですが、例えばその工事が地下の遺跡に影響がない場合や、すでに

遺跡が掘削されて遺構等が残っていないと判断される場合、また、基礎掘削工事を行

わない増改築といった場合には、慎重な工事の実施をお願いしています。 

もしも、工事中に遺構や遺物など「昔のものかな？」と思うものが出てきた時は、

すぐに市教育委員会文化財課に連絡してください。 

  

（５）保存の協議 

   上記の事前調査の結果、保護措置を必要とする遺跡が確認された場合、事業者と市教

育委員会で協議を行います。遺跡は、基本的に現状保存を第一に考えます。具体的には

構造物の配置や掘削深度の変更、盛土による保存などが考えられます。 

 

（６）本調査の実施 

  協議の結果、どうしても遺跡の現状保存ができない時は、工事により遺跡が壊される

と判断される範囲について本発掘調査（本調査）を行います。 

 

（７）発掘調査後の取扱い 

  事業の着手は、現地調査が終了した段階で行っていただくことになります。本調査は、

遺跡の現状保存の代替措置である記録保存という形で実施されます。従って、調査は記

録保存の完了したもの＝「発掘調査報告書」の刊行をもって終了することになります。 

報告書は、工事の実施により消滅してしまう遺跡の情報を可能な限りすべて盛り込む

ことを目標に作成されますので、一定の作成期間を必要とします。 

  

（８）出土品の取扱い 

  土器などの出土遺物は、法律上は昔の人の「落し物」として扱われ、警察署への届出

などの所定の手続きを行ったのち、原則、出土品は富山県の所有物となります。 

これらの出土遺物は、一般公開されたり地域の文化財資料として活用され、また、報

告書は、各地の研究施設や図書館などに配布され、研究資料として活用されます。  

 

（９）調査費用の負担 

本発掘調査の費用は、個人専用住宅など営利目的ではない開発行為の場合は、公費で

負担します。しかし、会社や工場などの営利目的の開発行為の場合などは、原因者負担

での調査をお願いしています。 

  なお、試掘調査については、原則、公費で負担しています。 

 

埋蔵文化財の保護は、事業者の方をはじめ多くの方々によって支えられています。 

私達に託された文化財産を子供達に伝えるため、保護と保存にご協力をお願いします。 
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